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財務局の紹介
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○ 財 務 省 の 総 合 出 先 機 関 と し て 、 ま た 、 金 融 庁 の 事 務 委 任 を 受 け 、 財 務 省 及 び 金 融 庁 の 施 策 を ｢ 実 施 」 し 、
地 域 に ｢ 広 報 ｣ す る と と も に 、 地 域 の 意 見 ･ 要 望 や 実 情 を 的 確 か つ 迅 速 に 本 省 庁 に ｢ 伝 達 ｣ し 、 効 果 的 な 施 策
の 形 成 に 寄 与 す る 。 ま た 、 地 域 の 特 性 を 踏 ま え た 施 策 の 実 施 を 通 じ て ｢ 地 域 に 貢 献 ｣ す る 。

○ 以 上 に よ り 、 金 融 機 能 の 安 定 や 通 貨 の 信 認 を 確 保 し 、 国 民 の 資 産 を 守 る な ど 、 国 民 生 活 の 安 定 ･ 向 上 と 我
が 国 経 済 の 発 展 に 貢 献 す る 。

財務省･金融庁の施策を

財務省･金融庁の
施策を地域に

地域の意見･要望等を
財務省･金融庁に

地域の特性･要望等を踏まえた施策の実施を通じて

国民生活の安定･向上 日本経済の発展

財務局の使命

2

実施する

広報する 伝達する

地域に貢献する



・

財務局のネットワーク
○ 財 務 局 は 、 財 務 省 の 総 合 出 先 機 関 と し て ブ ロ ッ ク 単 位 に 設 置 さ れ
て お り 、 9 財 務 局 （ 北 海 道 、 東 北 、 関 東 、 北 陸 、 東 海 、 近 畿 、 中 国 、
四 国 、 九 州 ） 及 び 1 財 務 支 局 （ 福 岡） が 設 置。

○ 財務局･財務支局の下には、40箇所の財務事務所、13箇所 の 出 張
所 が 設 置 。

○ 沖 縄 県 で は、内 閣 府 沖 縄 総合事 務 局 財 務 部が財 務 局 の 業 務を実 施 。
○ 財 務 局 の 定 員 は 、 総 計 で 約 4 , 6 0 0 名。
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財務局の業務

３．金 融
(1) 地域金融機関等の検査･監督
(2) 中小企業金融の円滑化に向けた取組
(3) 金融商品取引等の監視

２．国有財産

４．経済調査

５．広報相談

１．財 政
(1) 適正かつ効率的な予算執行の確保(予算執行調査等)
(2) 災害復旧事業の査定立会
(3) 地方公共団体への財政融資資金の貸付

(1) 地域経済情勢等の調査

(2) 地域の意見･要望を本省庁に伝達

(1) 財務省及び金融庁の重要施策等の広報活動
(2) 各種団体の会合･学校･研修会等への講師派遣
(3) 多重債務者相談

(1) 国有財産の効率的な使用のための総合調整
(2) 地域や社会のニーズに対応した国有財産の有効活用
(3) 国有財産を通じた災害対応･防災対応
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1．財政に関する業務

（２）災害復旧事業の査定立会 （３）地方公共団体への財政融資資金の貸付

復旧完了災害査定立会災害発生

（１）適正かつ効率的な予算執行の確保（予算執行調査等）

○ 予 算 の 執 行 実 態 を 調 査 し て 改 善す べ き 点等 を 指 摘 し、 予 算 の見 直 し につ な げ てい く 予 算執 行 調 査の 実 施 の ほ
か 、 予 算 編 成 に 関 連 する情報収集や国の予算の翌年度への繰越しに係る業務等を実施。

○ 災 害 で 道 路 ･ 河 川 等 の 公 共 土 木 施 設 や 農 業 用 施 設 等 が 被 災
し た 場 合 、 早 期 復 旧 に 向 け て 災 害査 定 立 会を 速 や かに 実 施 。

○ 具 体 的 に は 、 災 害 復 旧 事 業 費 を 決 定 す る た め 、 国 土 交 通
省 ･ 農 林 水 産 省 等 の 主 務 省 が 行 う 実 地 調 査 （ 査 定 ） に 、 財
政 を 主 管 す る 財 務 省 の 立 場 と し て 財 務 局 等 の 係 官 が 立 会 。 現
地 に 即 応 し た 適 正 な 復 旧 方 法 と 事業 規 模 を早 期 に 決定 。

○ 地 方 公 共 団 体 の 財 政 状 況 を 的 確 に 把 握
し つ つ 、 地 方 公 共 団 体 が 、 学 校 ･ 病 院 の 建
設 や 上 ･ 下 水 道 、 廃 棄 物 処 理 施 設 等 の 生 活
関 連 施 設 の 整 備 や 災 害 復 旧 事 業 に 資 金 が
必 な 場 合 、 財 政 融 資 資 金 の 貸 付 を実 施 。

三 重 県 伊 勢 市 ･ 病 院 事 業
（ 市 立 伊 勢 総 合 病 院 ）
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○ 国 が 使 用 し て い る 庁 舎 等 に つ い て 省 庁 横 断 的 な 入
替 調 整 や 集 約 化 等 を 行 い 、 国 有 財 産 の 効 率 的 な 使 用
を 図 る と と も に 、 跡 地 処 分 や 借 受 解 消 に つ な げ る こ
と で 、 財 政 に 貢 献 。
＜集約化のイメージ：官署を集約化し、B･C･D地を売却＞

2．国有財産に関する業務
（１）国有財産の有効活用のための総合調整

（３）地域や社会に貢献する国有財産の有効活用

D官署(D地)

C官署(C地)

B官署(B地) 空スペース

A官署

（２）税外収入の確保のための国有財産の管理処分

（４）災害分野への国有財産の有効活用

○ 公 的 利 用 要 望 が な い 財 産 を 一 般 競 争 入 札 等 に よ
り 売 却 す る こ と で 、 税 外 収 入 の 確保 に 貢 献。

○ 里 道 ･ 水 路 等 で 機 能 を 喪 失 し 、 単 独 で 利 用 で き な
い 財 産 に 係 る 相 談 や 隣 接 土 地 所 有 者 等 へ の 売 却 等 、
地 域 と 密 着 し た 業 務 を 実 施 。

○ 地 域 や 社 会 の ニ ー
ズ に 対 応 し 、 介 護 や
保 育 等 、 人 々 の 安 心
に つ な が る 分 野 や 地
域 の 活 性 化 に 寄 与 す
る 分 野 で 国 有 財 産 を
積 極 的 に 活 用 す る こ
と で 、 地 域 の ま ち づ
く り に 貢 献 。

○ 災 害 発 生 時 に は 、 未 利 用 国 有 財 産 を 応 急 仮 設 住 宅
や 仮 庁 舎 等 の 緊 急 対 応 に 活 用 す るた め 無 償 で 提 供 。
ま た 、 地 方 公 共 団 体 か ら の 要 請 に 基 づ き 、 国 の 宿

舎 等 を 無 償 で 使 用 許 可 し 、 被 災 者 に 貸 与 。
○ 災 害 の 発 生 に 備 え 、 地 方 公 共 団 体 に 活 用 可 能 な国

有財産の情報の提供や、地 方 公 共 団 体 と の 間 で の 国
有 建 物 の 津 波 避 難 ビ ル 指 定 等 の 取組 を 実 施。

＜名古屋市・旧共済施設跡地･介
護事業(特別養護老人ホーム)＞
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3．金融に関する業務
（１）地域金融機関等の検査･監督

（３）金融商品取引等の監視

○ 中 小 企 業 に 対 す る 資 金 供 給 が 円 滑 に 行 わ
れ る よ う 、 金 融 機 関 や 中 小 企 業 へ の ヒ ア リ
ン グ 等 を 通 じ 中 小 企 業 金 融 の 実 態 を 把 握 。
金 融 機 関 に 対 し 、 金 融 円 滑 化 に 資 す る き め
細 か な 対 応 を 促 し て い る 。

銀行･信用金庫･信用組合等

証券会社等

保険業者･貸金業者

その他金融機関

委任

連携

日常的な市場監視(情報収集･分析･審査)

証券会社
等の検査 開示検査 取引調査

犯則事件
の調査

勧告･建議 告発

（２）中小企業金融の円滑化に向けた取組

金融庁
・

証券取引等
監視委員会

○ 預 金 者 等 の 保 護 を 図 る た め 、 地 域 銀 行 ･ 信 用 金 庫 ･ 信 用 組 合 等 に 対 し 、 金 融 機 関 や 金 融 シ ス テ ム を め ぐ る
状 況 の 変 化 に 対 応 し た 効 果 的 ･効 率 的な 検 査 ･監 督 を実 施 。

○ こ の ほ か 、 保 険 契 約 者 や 消 費 者 金 融 等 を 利 用 す る 方 の 保 護 を 図 る た め 、 保 険 業 者 や 貸 金 業 者 等 へ の 検 査 ･
監 督 を 実 施 。

○ 公 正 ･ 透 明 な 市 場 の 確 保
と 投 資 者 保 護 の た め 、 金
融 商 品 市 場 で の 取 引 に 係
る 日 常 的 な 監 視 や 、 イ ン
サ イ ダ ー 取 引 等 の 犯 則 事
件 の 調 査 を 実 施 。

立入検査

経営状況等の実態把握

問題点の改善促進財務局
報告

回答

検査

監督
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4．経済調査に関する業務
(1) 地域経済情勢等の調査

(2) 地域の意見･要望を本省庁に伝達

○ 経済情勢を地域別で継続的に調査し、財務省の全国財務
局 長 会 議 に お い て 年 4 回 報 告 す ることで、財政政策等の
企画立案に活用。

○ 本報告は、各種指標の分析とあわせて様々な業種や規模
の企業に対しヒアリングを実施することで、直近の状況
も加味した結果となっている。

○ 企 業 活 動 の 現 状 ･ 先 行 き を 把 握 す る た め 、 四 半 期 ご と に 景 況 感 や 企 業 収 益 等 に
つ い て 調 査 を 実 施 。 調 査 結 果 は 法 人 税 収 見 積 り 等 の 経 済 ･ 財 政 政 策 運 営 の 基 礎 資
料 等 に 活 用 。

○ 企 業 活 動 実 態 を 把 握 す る た め 、 年 次 別 及 び 四 半 期 別 に 、 売 上 高 等 の 企 業 の 財 務
諸 表 等 を 調 査 。 調 査 結 果 は 政 府 の ｢ 月 例 経 済 報 告 ｣ 等 の経済･財 政政策立案の基礎
資料や、四半期別GDP推計などに活用。

① 経済情勢報告

② 法人企業統計調査 (基幹統計)

③ 法人企業景気予測調査 (一般統計)

○ 経 済 情 勢 等 の ヒ ア リ ン グ 実 施 時に は 、 本省 庁 と 地域 を つ な ぐパ イ プ 役と し て 国の 財 政 運営 等 に 対す る 意 見
･ 要 望 も 合 わ せ て 聴 取 し 本省 庁 に 伝達 す る こ とで 、 財 政政 策 等 の企 画 立 案に 活 用 。

地
域
経
済
に
関
す
る

資
料･

情
報
の
収
集

経
済
情
勢
報
告

法
人
企
業
統
計
調
査

法
人
企
業
景
気
予
測
調
査

地域への情報提供

国の施策に役立てる
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5．広報相談に関する業務
（１）財務省及び金融庁の重要施策等の広報活動

（４）その他広報活動

（３）子育て世代向け広報

（２）財政教育プログラム【若年層向け広報】

○ 地 域 の 様 々 な 方 々 と の 双 方 向 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 通 じ 、 財 務 省 ･ 金 融 庁 の 重 要 施 策 に つ い て 、 情 報 の 受
け 手 に 応 じ た 方 法 、 内 容 で 情 報 発信 。

○ 特 に ｢ 若 年 層 ｣ ･ ｢子 育て 世 代 ｣を 広 報活 動 の メイ ン タ ーゲ ッ ト とし て 位 置付 け 。

○ 予 算 編 成 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の グ ル ー プ ワ ー ク を 中 心 と し た ア ク テ ィ ブ ラ ー ニ ン グ
の 授 業 を 全 国 の 小 ･ 中 ･ 高 校 で 展 開 し 、 平 成 27 年 6 月 以 降 、 財 政 教 育 を 延 べ 約 6 0 0 校 、
約 5 万 2 千 人 の 児 童 ･ 生 徒 へ 提 供。 (令 和 2 年3 月 3 1 日 現在 )

○ 主 権 者 教 育 の 一 環 と し て 、 日 本 の 財 政 に つ い て 興 味 を 持 っ て も ら い 、 財 政 を 自 分
たちに関わる問題としてとらえてもらうことを目的とした出張授業を実施。

○ 子 ど も 連 れ で 参 加 で き る よ う な 少 人 数 の 車 座 形 式 な ど に よ る セ ミ ナ ー や 説 明 会 を 、
子 育 て マ マ ･ パ パ が 集 ま る 子育 て 支 援セ ン タ ー や図 書 館 等で 開 催 。

○ 参 加 者 に 役 立 つ 情 報 を 提 供 で き る よ う 、 三 大 資 金 ( 教 育 ･ 住 宅 ･ 老 後 ) に 関 す る マ
ネ ー 講 座 等 と 併 せ て 財 政 に つ い てわ か り やす く 説 明。

○ 各 種 団 体 や 大 学 等 へ 講 師 を 派 遣 し 、 ｢ 財 政 ･ 税 制 に 関 す る 説 明 ｣ 、 ｢ お こ づ か い 講 座 な ど
の金銭教育｣、｢特殊詐欺防止の啓発活動」等の様々なテーマで説明。

○ 各 財 務 (支 )局 に 多 重 債 務 相 談 窓 口を 設 置 し 、広 く 相 談を 受 付 。 9



災害からの復旧・復興に向けた支援
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災害からの復旧・復興に向けた支援

各自治体における復旧・復興に向けた対応（罹災証明書発行等の業務や、支援物資の運搬・仕分けなど）を支援するための職員を
派遣。

（１）人的支援について

災害時に、当局が所管する「国家公務員宿舎」を被災された方々の応急的な住まいとして、また「未利用地等」を土砂や廃材の仮
置き場として提供。

（２）国有財産の無償貸付等について

財政を所管する立場から現地に職員を派遣し、主務省が行う災害復旧事業費の査定に立ち会い、災害の状況や国が負担する災害復
旧事業費の調査を行い、主務省とともに現地で災害復旧事業費を決定。

（３）災害査定について

① 住宅ローンなど金融面に関する被災者からの相談をお受けする相談窓口の設置。また、要望に基づく現地での相談会を開催。
② 災害救助法が適用された地域の金融機関に対しては、被災者に寄り添った対応（預金払戻しや保険金請求における弾力的な対応

等）に努めるよう要請。

（５）金融上の措置等について

① 災害発生に伴う緊急な資金需要のために必要な資金（災害つなぎ資金）を融資。
② 元利金等の支払が定期償還日に間に合わない場合は、支払期日を延長（但し、資金繰りが困難となることが予想される自治体が

対象）。

（４）財政融資資金について
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災害からの復旧・復興に向けた支援

各自治体の復旧・復興支援に職員を派遣（罹災証明書発行等の業務や、支援物資の運搬・仕分けなど）。

（１）人的支援について

図１：罹災証明発行認定調査（熊本県） 図２：支援物資の配分作業（熊本県）
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災害からの復旧・復興に向けた支援

国家公務員宿舎を被災者の応急的な住まいとして提供。
未利用地等を土砂や廃材の仮置き場として提供。

（２）国有財産の無償貸付等について

図４：被災者が入居している合同宿舎（熊本県：東町北住宅）図３：国家公務員宿舎への入居説明（福島県：吉倉住宅）
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災害からの復旧・復興に向けた支援

災害復旧事業費の査定に立ち会い、災害の状況や国が負担する災害復旧事業費の調査を行い、主務省と
ともに現地で災害復旧事業費を決定

（３）災害査定について

図５：県庁地下大会議室における一斉机上査定（熊本県） 図６：熊本城における災害査定立会
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災害からの復旧・復興に向けた支援

災害発生に伴う緊急な資金需要のために必要な
資金を融資（災害つなぎ資金） 。

元利金等の支払が定期償還日に間に合わない場
合は、支払期日を延長。
※資金繰りが困難となることが予想される自治体が対象

（４）財政融資資金について

図７：無料相談会

住宅ローンなど金融面に関する被災者向けの相
談窓口を設置。
また、要望に基づく現地での相談会を開催。

災害救助法が適用された地域の金融機関に対し
ては、被災者に寄り添った対応（預金払戻しや
保険金請求における弾力的な対応等）に努める
よう要請。

（５）金融上の措置等について
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災害からの復旧・復興に向けた支援

令和3年7月3日（土） 熱海市伊豆山地区において土石流災害発生

令和3年7月4日（日） 静岡県及び沼津出張所管内の市町に対し、使用可能な未利用地リストを
情報提供（土砂や廃材の仮置き場を想定）

令和3年7月5日（月） 静岡財務事務所及び日本銀行静岡支店から金融機関に対し、被災者への
金融上の措置を適切に講ずるよう要請

令和3年7月7日（水） 静岡県に対し、公務員宿舎リストを情報提供
（被災者の応急的な住まいを想定）

令和3年7月8日（木） 静岡県より、被災者用住宅候補として、当局宿舎（文教住宅23戸）の
確保要望

令和3年8月16日（月）
～8月20日（金） 静岡県が当局宿舎を含めた公営住宅募集

（当局宿舎については、被災者からの応募なし）

【取り組み事例】熱海市伊豆山地区土砂災害における対応
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その他（ご参考）
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災害用備蓄食品のフードバンク等への提供の取組み

食品ロス削減及び生活困窮者支援等の観点か
ら、役割を終えた災害用備蓄食品の有効活用と
して、フードバンク団体等への提供の取組みを開
始。

賞味期限が概ね２か月以内に近づいた災害用
備蓄食品を対象に、東海財務局ＨＰのほか、「国
の災害用備蓄食品の提供ポータルサイト（農林
水産省ＨＰ）」に情報を掲載して広く募集。

全国の財務局で初の取組み

今後も継続して取組みを実施
（引き渡しの模様）
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